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【実施計画】 

改革の視点 1 権 限 基本的な方向 
２ 地域主権時代に対応できる行政シス

テムの構築 

実施計画項目 ２ 電子文書管理・電子決裁システムの検討 改善の視点 
ルール（規範・条例･

運営基準を見直す） 

内   容 

情報機器及び情報ネットワーク化の拡大に伴

い、文書管理の電子システム化が進展してお

り、現在の紙ベースを主体とする一連の文書管

理について、電子文書管理・電子決裁システム

の導入により発揮される効果について検討し、

本市にとって効果的な文書管理システムの方

向性を見出し、文書管理の効率化を図る。 

主 体 課 総務課 

主 体 課 情報政策課 

  

  

  

達成目標 評価の手法 

【電子文書管理・電子決裁システムの方向性確立】 

紙ベースで行われている決裁を電子化するシステム

及び文書管理の電子化について、導入効果・導入課

題・費用対効果などを総合的に検討し、本市におけ

る効果的な文書管理の方向性としてまとめ、報告を

行う。 

【電子文書管理・電子決裁システムの方向性の報

告】 

検討状況及び検討結果について、事務改善検討

委員会へ報告を行う。 

年   度 
平成２３年度 

（２０１１年度） 

平成２４年度 

（２０１２年度） 

平成２５年度 

（２０１３年度） 

平成２６年度 

（２０１４年度） 

平成２７年度 

（２０１５年度） 

実施ｽｹｼﾞｭｰﾙ 

 

    

評価の時期 
 

 ○ 
 

 
○ 

目標の内容 

情報収集及び

システム導入

に係る効果・課

題の検討の実

施 

情報収集及び

システム導入

に係る効果・

課題の検討の

実施 

検討結果の報

告 

引き続き関係

情報の収集に

努める。 

 

引き続き関係

情報の収集に

努める。 

 

平成２２年度まで

の主な推進状況 

財務会計等システム専門部会を設置し、内部情報系事務（財務会計、文書管理、決

裁事務、人事管理、行政評価、予算要望、備品管理）を進める上で、システムの問題

点、作業量等について検討を行った。また、電子決裁システム及び文書管理システム

を導入している自治体について、内部情報系システムの導入状況についてのアンケート

調査と分析を実施した。 

検討 報告内容に基づき実施 

１－２－２ 番 号 
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【取組結果】 

年   度 担当課所 取組内容、見直し効果等の説明 進捗率（金額等） 

平成２３年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

「新居浜市文書規程」を平成２３年４月１日

付けで改正し、電子媒体等による文書保存

について規定した。 

 

担当課所 

財務会計システムに関しては平成２５年度

をめどに導入を進めていく方針とし、それに

伴って、システムの共通基盤として電子決

裁、文書管理システムを検討していく予定

である。 

 

平成２４年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

「電子文書管理・電子決裁システム」の現

状における課題と効果を情報政策課と検討

し、行政事務改善検討委員会へ報告書を

提出した。検討結果として、総合的な「電子

文書管理・電子決裁システム」の導入は、

現状では課題の方が多く、効果が少ないた

め、実際に効果が発揮できる事務処理に対

して、現行の各種システムの機能を活用し

た電子決裁の活用を行っていく。 

 

担当課所 

「電子文書管理・電子決裁システム」の現

状における課題と効果を総務課と検討し、

行政事務改善検討委員会へ報告書を提

出。検討結果として、総合的な「電子文書

管理・電子決裁システム」の導入は、現状

では課題の方が多く、効果が少ないため、

実際に効果が発揮できる事務処理に対し

て、現行の各種システムの機能を活用した

電子決裁の活用を行っていく。 

報告書の提出に

より検討完了。 

電子決裁の効果

的な事務処理とし

て、公用車や会

議室予約、システ

ムユーザー登録

などの内部事務を

電子決裁化した。 

平成２５年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

永久文書の電子化について、平成２７年度

からの実施を検討している。今年度は、複

数の業者から情報収集を行いながら、実施

に向けて研究を進めた。 

 

担当課所 

「電子文書管理」の現状、課題、効果につ

いて、総務課と合同で他市への導入実績

のある事業者から説明を受けた。今後、先

進地研修を行うなど検討していくこととして

いる。 

平成 25年度の報

告書提出により完

了したが、今後も

検討を重ねること

は必要である。 



新居浜市行政改革大綱２０１１ 

 

 

 

 

平成 26年度から稼働する新財務会計シス

テムに「電子決裁システム」が標準搭載さ

れていることから、今後導入に向け、協議

調整を進めていく予定である。 

平成２６年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

永久文書の電子化及び電子文書管理につ

いて、現況調査を行い、その結果を基に予

算獲得を図るが、予想外に高額であったた

め断念した。 

 

担当課所 

電子文書管理の現状、課題、効果につい

て、高松市で研修を行なった。高松市は、

文書管理システムをまず導入し、運用して

いく中で、財務会計システムを統合し、現在

のシステムを構築されたとのことだった。 

新居浜市が現在イメージしている財務会計

からの電子決裁システムの導入とは、スタ

ートラインが違うため一概に結論を導くこと

はできないが、本来のベースとなる文書管

理システムを導入しないと電子決裁システ

ムそのものの導入はかなり難しいものがある

と感じた。 

また、平成 26 年度から導入した新財務会

計システム（Venas）が標準搭載している

「電子決裁システム」の説明を受けたが、文

書管理システムを先行導入する必要があ

ることから、今後も調査研究を進めていく予

定である。 

平成 25年度の報

告書提出により完

了したが、今後も

検討を重ねること

は必要である 

平成２７年度

進捗状況 

主体課 

（とりまとめ課） 

昨年度予想外に高額であったため断念した

が、引き続き情報収集を行った。 

 

担当課所 

先進事例の結果を整理し、電子決裁を進

める方向性を確認した。電子決裁を推進す

るには、一般的な起案文書などの電子決

裁を先行して進め、庁内で電子決裁が定

着した後に、難易度の高い、財務会計の電

子決裁を行う流れとなる。今後は、文書管

理システム導入を優先して検討を行う。 

 


